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第11節 小児医療体制（小児救急医療を含む。）

１ 現 状

○ 上川北部圏域における小児科を標ぼうする病院は平成30年４月から令和５年４

月までの間に20％減少（５か所から４か所）し、診療所は25％減少（12か所から

９か所）しています。

○ 上川北部圏域の医師総数と小児科を専門とする医師の数は、ほぼ横ばいの傾向

にありますが、小児人口（15歳未満）は減少傾向にあります。

○ 上川北部圏域の小児人口１万人当たりの小児科医師数は、令和４年は20.5人と

なっており、全道平均の16.3人より高い状況にあります。

【上川北部圏域の医師数及び小児科医師数の推移】 （単位：人）

区 分 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年 令和４年

医師総数 119 125 125 117 119

医療施設従事医師数 115 119 119 113 114

小児医療を行う医師数 16 19 19 13 12

小児科を専門とする医師 5 7 7 8 7

小児人口１万人当たり 20.9 26.3 28.2 20.5 20.5

（全道値） (16.1) (15.3) (15.5) (16.3) (16.3)

小児人口 7,659 7,221 6,749 6,340 5,845

※ 厚生労働省：医師・歯科医師・薬剤師調査 （各年12月末現在）、名寄保健所調べ

総務省自治行政局／住民基本台帳に基づく人口・世帯数及び人口動態（各年１月１日現在）

○ 令和４年における上川北部圏域の小児科医師は、全体の58.3％が病院に勤務し

ており、小児科を専門とする医師の全てが病院に勤務しています。

○ 令和４年における１病院当たりの小児科医師数は1.75人で、全道の3.44人に比

較すると少ない配置状況となっています。

（単位：人）

小児医療を行う医師数 １施設当たり医師数

区 分
小児科標ぼう

小児科を専門 小児科を専門
医療機関数(A)

(B) とする医師 （B/A） とする医師

病 院 4 7 7 1.75 1.75

診療所 9 5 0 0.56 0.00

合 計 13 12 7 0.92 0.54

※ 名寄保健所調（小児科標ぼう医療機関数は令和５年4月1日現在、小児医療を行う医師数は令和４年12月31日現在）

○ 平成30年１月時点で6,749人だった上川北部圏域の小児人口は、令和４年１月

には5,845人まで減少（13.4％減 [全道値8.1％減]）していますが、18歳未満の

救急搬送数については、平成30年の122人から令和５年の154人と増加傾向（26.2

％増）にあります。

○ 令和５年の上川北部圏域の救急搬送数における軽症者の割合は3,008人中1,114人

で37.0％であるのに対し、18歳未満の救急搬送数における軽症者の割合は154人

中78人で50.6％となっています。

○ 厚生労働省の調査によると、小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では

夕刻から準夜帯（18時から22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、土日ではさら

に多くなっており、小児救急患者はいわゆる時間外受診が多いことが指摘されて
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います。

○ このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化や夫婦共働きな

どの家庭の変化とともに、保護者等による専門医志向や病院志向が大きく影響し

ていると指摘されています。

【救急搬送人員の推移】 （単位：人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
区 分

うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者 うち軽症者
18歳未満 59 23 83 40 88 45 92 42

上川北部
18-64未満 323 147 348 166 427 201 407 197

(名寄･下川･美深
65歳以上 1,003 283 1,118 371 1,112 304 1,217 344

･中川･音威子府)
小計 1,385 453 1,549 577 1,627 550 1,716 583
18歳未満 46 2 42 24 65 40 62 36

士別地方 18-64未満 268 129 272 127 271 142 239 139
65歳以上 873 219 875 264 953 296 991 356
小計 1,187 350 1,189 415 1,289 478 1,292 531

うち 18歳未満 42 0 42 24 58 37 60 34
上川北部圏域 18-64未満 247 119 255 120 253 133 222 131
(士別･和寒･剣淵) 65歳以上 830 210 820 250 893 282 938 338

小計 1,119 329 1,117 394 1,204 452 1,220 503
18歳未満 105 25 125 64 153 85 154 78
18-64未満 591 276 620 293 698 343 646 336

合計
65歳以上 1,876 502 1,993 635 2,065 600 2,208 700
合計 2,572 803 2,738 992 2,916 1,028 3,008 1,114

※ 上川北部消防事務組合及び士別地方消防事務組合提供データ（令和６年６月）

○ 道では、小児救急医療体制の整備に対する社会的要請が強まっていることから、

通常の救急医療体制によるほか、小児救急医療支援事業により、小児二次救急医

療の体制整備を図っています。

【上川北部圏域の小児救急医療支援事業（平成11年度～）】

事 業 概 要 休日・夜間の小児二次救急医療を確保する

対 象 圏 域 上川北部圏域 他

事 業 主 体 名寄市立総合病院

○ 道内の内科医等を対象とした小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急

医療に係るネットワーク体制を構築しています。

＜北海道小児救急医療地域研修事業＞（平成17年度～）

□ 実施機関：北海道医師会へ事業委託

□ 実施地区：第三次医療圏を基本に、全道８地区に区分し開催

□ 対 象 者：在宅当番医制に参加する医師等

○ 保護者の子育て不安の解消に資する観点から小児救急電話相談事業を実施する

とともに、救急医療情報を道民、医療機関、消防機関に提供する「北海道救急医

療情報・広域災害情報システム」を運営するほか、救急法等講習会の実施など、

救急医療についての啓発を行っています。【関連：第３章第６節 救急医療体制】
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＜小児救急電話相談事業＞（平成16年度～）

夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医師が保護者

等からの相談に対し、電話により助言を行っており、令和４年度の道北圏域居住者

の相談件数は1,169件となっています。

０１１－２３２－１５９９(いーこきゅうきゅう)

電 話 番 号 ＊ プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは短縮ダイヤル

「＃８０００」も利用できます。

毎日19時から翌朝８時まで

相 談 体 制

看護師１名（センター対応）、医師１名（自宅等待機）

医師が直接診察して治療を行うものではなく、あくまでも電
利用に当たって

話による家庭での一般的対処などに関する助言アドバイスを行
の 注 意 事 項

うものです。

２ 課 題

（小児医療体制等の確保）

○ 子どもを持つ家族に対する相談など、家族を支援する体制や子どもの症状・状

態に応じた小児医療体制の確保が必要です。

○ 二次救急医療機関における小児救急患者に占める軽症者の割合が高いことが以

前から指摘されており、小児科勤務医が長時間にわたる不規則な勤務を余儀なく

され、その改善が求められています。

○ 上川北部圏域においては、専門医療や24時間体制の救急医療を提供する体制が

確保されていることから、隣接する医療圏の医療機関と連携し、入院医療や救急

医療を提供できる現状の機能を維持することが必要です。

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

○ 小児疾患に対する高度・専門的な診断・治療や医療・療育体制、また、小児の

三次救急医療体制についての検討も必要です。

○ 発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、必要な医療・療

育や適切な支援を身近な地域で受けられる体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

（症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実）

疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門

医療及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図

るとともに、急性期を経過した小児患者を地域で受け入れられるよう、医療機関

の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。
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（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受

入れや診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療

等が提供できるような体制の構築が必要です。

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標値 現状値の出典

小児二次救急医療体制が確保されている 北海道保健福祉部調査

小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 参 加 病 院
1 維持

（令和４年４月現在）

北海道小児地域医療センター 1 維持 北海道保健福祉部調査

（令和４年４月現在）

小児科医療を行う医師数 令和４年厚生労働省「医

（小児人口１万人対） 20.5 維持 師・歯科医師・薬剤師

調査」

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（小児医療体制等の確保）

相談支援体制等

○ ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施します。

○ 小児救急電話相談事業や救急医療情報システムの活用を促進するとともに、医

療機関への適正な受診等に関する住民の理解を深めるなど、救急医療についての

啓発に努めます。

一般の小児医療及び初期小児救急医療体制

小児医療については、できるだけ患者の身近なところで提供されることが望ま

しいことから、小児救急医療地域研修事業を実施し、一般の小児医療及び初期小

児救急医療を担う病院・診療所の維持や確保に努めます。

小児専門医療及び入院小児救急医療体制

○ 上川北部圏域の小児医療の中核的な医療機関として「北海道小児地域医療セン

ター」に選定されている名寄市立総合病院の専門医療及び入院を要する小児患者

に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制とその機能の維持に努めます。

○ 小児専門医療を担う病院における小児科医師の勤務環境の改善を図るため、地

域の開業医や総合診療医、関係機関との幅広い連携体制の構築に努めます。
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北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準

＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞

① 一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること

② 小児科の入院医療を提供していること

③ 小児二次救急医療を担っていること

④ ＮＩＣＵを整備していること

＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞

次の要件のいずれかを満たす医療機関

（要件１） 北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を

満たし、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示

医療機関であり、かつ、分娩を行っている病院

（要件２） 北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下の

ア～ウを満たす病院

ア 小児科の常勤医師が勤務していること

イ 小児科の入院医療を提供していること

ウ 小児二次救急医療等を担っていること

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

小児高度専門医療の提供

大学病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、総合周産期母子医療セン

ターなどにおいて、小児高度専門医療を提供します。

療養・療育支援体制の確保

発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、在宅医療や療育、

短期入所等の福祉サービスなどの支援を身近な地域で受けられるよう、地域生活

を支援する体制の充実に努めます。

小児在宅医療の提供体制の確保

○ 小児在宅医療の担い手を育成するため、医師・看護師等の医療従事者に対する

普及啓発や研修会の開催等に取り組むとともに、小児に対する訪問診療への同行

研修や診断方法等に関する講習等、医師の技術習得が図られるよう、実践的な取

組を実施します。

○ 在宅療養中の小児の状態が急変した際などに適切に対応できるよう、小児在宅

医療を担う医療機関と後方支援を担う医療機関との連携体制の構築に努めます。

○ 医療的ケア児及びその家族を含む小児等の在宅生活について、小児期から成人

期といったフェーズの変化や地域の実情に応じた支援体制の構築に向けて、保健

・医療・福祉・教育等の関係者間の連携促進に取り組みます。

○ 医療的ケア児のＮＩＣＵ等からの退院支援について、在宅医療を担う医療機関

と入院医療機関が連携して対応することができるよう、訪問診療医のグループと

後方支援を行う医療機関との連携体制の構築に向けた支援を行います。
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（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域

の中核的医療機関等の連携体制の確保を進めるなど災害時における小児医療体制

の構築に努めます。

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療

等が提供できるよう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するな

ど、平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機

関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整に努

めます。

【関連：第３章第９節「新興感染症発生・まん延時における医療体制」（P ）】

６ 医療機関等の具体的名称

北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院

令和５年４月現在

第三次 第二次 北海道小児地域医療センター 北海道小児地域

医療圏 医療圏 支援病院

数 病 院 名 数 病 院 名

上川中部 １ JA北海道厚生連旭川厚生病院 １ 市立旭川病院

道 北 上川北部 １ 名寄市立総合病院

富 良 野 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会

富良野病院

留 萌 １ 留萌市立病院

宗 谷 １ 市立稚内病院

小児二次救急医療体制

【小児救急医療支援事業参加病院】 令和５年４月現在

第三次 第二次 支援事業 小児救急医療支援事業参加病院

医療圏 医療圏 開始時期

上川中部 H22.4 JA北海道厚生連旭川厚生病院

上川北部 H18.1 名寄市立総合病院

道 北 富 良 野 H22.4 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留 萌 H22.4 留萌市立病院

宗 谷 H18.4 市立稚内病院
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７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

子どもの発達障がい等に対する支援として、できるだけ身近なところで適切な

歯科保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医及び協力歯科

衛生士の確保と資質の向上に努めます。

８ 薬局の役割

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かか

りつけ薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、休日や平

日の診療時間外における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品や衛生材料等の

供給体制の充実に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長

発達に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関

係者と連携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療それぞれに係る医療連携の推進
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三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療
○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [13施設]

（令和５年４月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消防機関等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など
［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護事業所等］

参画

受
診

メディカルウイング
による搬送
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